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(57)【要約】
【課題】洗浄消毒毎に、薬液タンク内の消毒液を採取す
ることなく、消毒液の効果確認を確実、且つ容易に行え
る内視鏡洗浄消毒装置を提供すること。
【解決手段】内視鏡洗浄消毒装置１は、内視鏡１００が
収容される洗浄消毒槽４と、洗浄消毒槽４に消毒液を供
給するための兼用ノズル２３と、洗浄消毒槽４に洗剤を
供給するための洗剤ノズル２２と、洗浄消毒槽４に貯留
された液体を循環させる循環ノズル２４と、兼用ノズル
２３に取り付け可能で、消毒液の薬効を判定するテスト
ストリップ８を備える、収納ケース５とを具備している
。
【選択図】図３



(2) JP 2010-51574 A 2010.3.11

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡が収容される洗浄消毒槽と、
　前記洗浄消毒槽に消毒液を供給するための消毒ノズルと、
　前記洗浄消毒槽に洗剤を供給するための洗剤ノズルと、
　前記洗浄消毒槽に貯留された液体を循環させる循環ノズルと、
　前記消毒ノズルに取り付け可能で、前記消毒液の薬効を判定するテストデバイスを備え
る、デバイス取付部材と、
　を具備することを特徴とする内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項２】
　前記消毒ノズルは、前記洗浄消毒槽内に水道水を供給する給水ノズルを兼用する兼用ノ
ズルであって、
　前記デバイス取付部材は、前記兼用ノズルに固定されることを特徴とする請求項１に記
載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項３】
　前記デバイス取付部材は、
　前記テストデバイスを収納する収納部と、前記消毒ノズルに取り付けられる流路を兼ね
る取付部とを備えるケース本体と、
　前記ケース本体の収納部が構成する開口を塞ぐ一方、前記流路を介して収納部に供給さ
れた流体が通過するスリットを有する蓋体と、
　を具備することを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項４】
　前記デバイス取付部材は、
　前記テストデバイスを収納する収納部と、前記消毒ノズルに取り付けられる流路を兼ね
る取付部とを備えるケース本体と、
　前記テストデバイスを設置するための設置部を備え、前記ケース本体の収納部を構成す
る開口を塞ぐ蓋体と、
　前記ケース本体及び前記蓋体に設けられ、前記蓋体を前記ケース本体に所定の係合力で
一体に取り付ける係合部と、
　を具備することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項５】
　前記係合部の係合力は、前記蓋体が前記ケース本体に一体であるとき、前記消毒ノズル
に供給される消毒液の供給圧によって、前記蓋体と前記ケース本体とに二分割されること
を特徴とする請求項４に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項６】
　さらに、前記ケース本体と前記蓋体とを連結する連結部材を備えることを特徴とする請
求項４に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項７】
　前記デバイス取付部材は、前記消毒ノズルに取り付けられるノズル蓋体であって、
　前記ノズル蓋体は、
　前記テストデバイスを設置するための設置部と、
　前記消毒ノズル及び前記ノズル蓋体に設けられ、前記ノズル蓋体を前記消毒ノズルに所
定の係合力で一体に取り付ける係合部と、
　を具備することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項８】
　前記係合部の係合力は、前記ノズル蓋体が前記消毒ノズルに一体であるとき、前記消毒
ノズルに供給される消毒液の供給圧によって、前記蓋体が前記消毒ノズルから外れること
を特徴とする請求項７に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項９】
　さらに、前記消毒ノズル直下に設置され、前記テストデバイスが配置されるデバイス回
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収容器を備えることを特徴とする請求項１乃至請求項８のいずれか１項に記載の内視鏡装
置。
【請求項１０】
　収容された内視鏡を洗浄消毒するための、消毒液、洗剤、洗剤を希釈するため或いは濯
ぎのための水道水が供給される洗浄消毒槽を備える消毒装置本体と、前記消毒装置本体に
開閉自在に取り付けられ、閉状態において前記洗浄消毒槽を塞ぐトップカバーとを備える
内視鏡洗浄消毒装置において、
　前記トップカバーに、前記消毒液の薬効を判定するテストデバイスを設けるため、前記
洗浄消毒槽側に突出する凸部を設け、
　前記洗浄消毒槽に、この洗浄消毒槽に供給される洗浄液の水位を前記凸部の表面から離
間する第１の水位に設定し、消毒液及び濯ぎ水の水位を前記凸部の表面に接触する第２の
水位に設定する水位センサを設けたことを特徴とする内視鏡洗浄消毒装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使用された内視鏡の洗浄消毒を行う内視鏡洗浄消毒装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡の挿入部は、検査、或いは治療の目的のため体内に挿入される。挿入部が体内に
挿入されることにより、挿入部の外表面だけでなく、挿入部に設けられている鉗子チャン
ネルを兼ねる吸引管路、送気送水管路等の管路内に汚物が付着する。そのため、内視鏡は
、使用後、洗浄、消毒される。近年、内視鏡の洗浄、消毒処理は、洗浄消毒装置を用いて
行われる。
【０００３】
　内視鏡の洗浄、消毒を洗浄消毒装置で行う場合、ユーザーは、まず、洗浄カバーを開け
、使用済みの内視鏡を洗浄消毒槽内にセットする。次に、洗浄消毒槽に設けられた各ポー
トと、内視鏡に設けられている各管路の口部とを洗浄チューブで連結する。次いで、洗浄
カバーを閉じ、処理開始スイッチをＯＮにする。すると、予め設定された手順、例えば洗
浄、濯ぎ、消毒、濯ぎ、及び乾燥（アルコールフラッシュ等による）工程の順で、洗浄消
毒が実施される。
【０００４】
　消毒工程において、消毒液は、洗浄消毒装置内部に設置されている薬液タンクから洗浄
消毒槽等に供給される。薬液タンク内には、所定の濃度に調整された消毒液が貯留されて
おり、内視鏡の洗浄消毒の際、タンク内の消毒液が繰り返し、使用される。そのため、薬
液タンク内には、貯留されている消毒液の液量を検知するための液量検知センサが設けら
れている。
【０００５】
　また、消毒液は、その濃度が劣化すると内視鏡の消毒が不十分になるおそれがある。そ
のため、内視鏡の洗浄消毒においては、消毒を行う前に消毒液の効果確認を行う必要があ
る。そのため、内視鏡洗浄消毒装置を使用する前に、消毒液をサンプリングして、その消
毒液に試験紙を浸漬させて色の変化を見て判定する方法、又は洗浄槽内に被消毒物ととも
にテストストリップを入れて処理終了後にテストストリップを回収し、その色変化を見て
効果があったことを確認する方法がある。
【０００６】
　ここで、消毒液をサンプリングして消毒液の効果確認を行う場合の手順を簡単に説明す
る。　
　ユーザーは、まず、内視鏡洗浄消毒装置に設けられているドレーンコネクタから消毒液
を採取する。次に、ユーザーは、試験紙を所定時間の間、採取した消毒液に浸漬する。次
いで、ユーザーは、所定時間経過後、試験紙を消毒液から取り出し、反応領域の余分な液
を取り除く。最後に、ユーザーは、所定時間経過後、試験紙が均一に着色変化しているか
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否か等を確認して判定を行う。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、洗浄消毒作業前に消毒液をサンプリングして判定する方法では、消毒液
を採取すること、試験紙の浸漬時間を管理すること、判定までの時間を管理すること等、
効果確認を行うために行うこれら一連の作業が、ユーザーにとって煩雑であった。また、
検査毎に消毒液を採取するため、薬液タンク内の消毒液が徐々に減少し、好ましくなかっ
た。一方、テストストリップを洗浄槽内に被消毒物とともに入れて、終了後に確認する方
法では、消毒液の採取、浸漬時間等の管理から解消される。しかし、消毒工程の前工程に
例えば洗剤による洗浄工程がある場合、洗剤等の薬品でテストストリップが化学反応を起
こすおそれがあり、その後の消毒工程においてテストストリップの正確な変色を得られず
、薬効判断に悪影響を及ぼすおそれがある。
【０００８】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、洗浄消毒毎に、薬液タンク内の消毒液
を採取することなく、消毒液の効果確認を確実、且つ容易に行える内視鏡洗浄消毒装置を
提供することを目的にしている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の内視鏡洗浄消毒装置は、内視鏡が収容される洗浄消毒槽と、前記洗浄消毒槽に
消毒液を供給するための消毒ノズルと、前記洗浄消毒槽に洗剤を供給するための洗剤ノズ
ルと、前記洗浄消毒槽に貯留された液体を循環させる循環ノズルと、前記消毒ノズルに取
り付け可能で、前記消毒液の薬効を判定するテストデバイスを備える、デバイス取付部材
とを具備している。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、薬液タンク内の消毒液を採取することなく、消毒液の効果確認を洗浄
消毒毎に確実、且つ容易に行える内視鏡洗浄消毒装置を実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。　
　図１から図３は本発明の第１実施形態にかかり、図１は内視鏡洗浄消毒装置を説明する
図、図２は内視鏡洗浄消毒装置の内部構成を説明するブロック図、図３はノズルと、ノズ
ルに取り付けられる収納ケースとを説明する図である。
【００１２】
　図１に示す本実施形態の内視鏡洗浄消毒装置１は、使用後の内視鏡１００を洗浄、消毒
するための装置である。内視鏡洗浄消毒装置１は、洗浄消毒装置本体(以下、装置本体と
略記する)２と、蓋体であるトップカバー３とで主に構成されている。トップカバー３は
、装置本体２に対して連結具(不図示)を介して開閉自在に接続されている。
【００１３】
　装置本体２は、上部に、内視鏡１００が収容自在な洗浄消毒槽４を有している。装置本
体２の上面の、例えば操作者が近接する前面側の右寄り部には、洗浄消毒動作スタートス
イッチ、洗浄モード選択スイッチ，消毒モード選択スイッチ等の設定スイッチ類を配設し
た、メイン操作パネル２５が設けられている。また、装置本体２の上面の、前面側の左寄
り部には、内視鏡１００に設けられたＩＤタグ等の識別信号発信器からの識別信号を受信
する無線ＩＤ送受信ユニット３０が内蔵されている。識別信号は、例えば、内視鏡１００
の種類を示すコード信号等である。
【００１４】
　内視鏡１００は、一般に被検体の表面を撮像するだけでなく、挿入部１０１の先端部を
介して送気及び送水を行うためのチャンネル、或いは吸引を行うためのチャンネル、或い
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は、鉗子等の処置具を挿通するためのチャンネルを有している。また、内視鏡には挿入部
の先端側に、突出する処置具の方向を変更する起上台を備えたタイプのものもある。
【００１５】
　洗浄消毒槽４は、槽本体５０と、テラス部５１とにより主に構成されている。槽本体５
０には、使用後の内視鏡１００が収容される。テラス部５１には洗剤を供給する洗剤ノズ
ル２２、給水ノズル及び消毒液を供給する消毒ノズルを兼ねる兼用ノズル２３、槽本体５
０内の液を循環液として供給する循環ノズル２４、吸引チャンネル用ポート３２、送気送
水チャンネル用ポート３３、及び鉗子起上パイプ用ポート３４、及び漏水検知口用ポート
３５が設けられている。吸引チャンネル用ポート３２、送気送水チャンネル用ポート３３
、鉗子起上パイプ用ポート３４、及び漏水検知口用ポート３５には、内視鏡１００の各チ
ャンネルの口部に一端部をそれぞれ連結した接続チューブの他端部が接続されるようにな
っている。これらポート３２，３３，３４は、接続チューブが接続されると連通し、接続
チューブが接続されていないときは閉塞される機構を有している。
【００１６】
　槽本体５０には排水口５５と循環口５６とが設けられている。循環口５６は、洗浄消毒
槽４内の液体を循環させるために洗浄消毒槽４内の液体を回収するためのものである。排
水口５５は、洗浄消毒槽４内の液体を洗浄消毒槽外部に排水するためのものである。符号
３６は、洗浄消毒槽４内の液体の水位を検出する水位センサ３６である。この水位センサ
３６によって、洗浄消毒槽４内に配置された内視鏡１００が洗浄液中、消毒液中、濯ぎ水
中に浸漬されるように設定されている。
【００１７】
　なお、洗浄液は、内視鏡１００を浸漬し、兼用ノズル２３に取り付けられた後述するテ
ストストリップ収納ケース(以下、収納ケースと記載する)５に到達しない水位に設定され
る。
【００１８】
　装置本体２の上面であって、操作者が近接する前面とは反対側に、装置本体２に水道水
を供給するための給水ホース接続口３１が配設されている。給水ホース接続口３１には、
後述する給水ホースが接続される。
【００１９】
　なお、装置本体２の図中前面であって、例えば左側上部側には、洗剤／アルコールトレ
ー１１が備えられている。洗剤／アルコールトレー１１には、内視鏡１００を洗浄する洗
浄工程で使用される洗剤が貯留される洗剤タンク１１ａ、及び洗浄消毒後の内視鏡１００
を乾燥する乾燥工程で使用されるアルコールが貯留されるアルコールタンク１１ｂが収納
されている。符号１１ｗは窓部であり、洗剤タンク１１ａ内の洗剤、アルコールタンク１
１ｂ内のアルコールの残量を確認することができるようになっている。
【００２０】
　一方、装置本体２の前面であって、例えば右側上部側には消毒液等の薬液が貯留された
容器等が収納される消毒液用ボトルカセットトレー１２が備えられている。消毒液用ボト
ルカセットトレー１２内には、内視鏡１００を消毒する消毒工程で使用される濃縮された
本剤、緩衝剤の入った薬液ボトル１２ａが収容されている。
【００２１】
　また、装置本体２の前面であって、消毒液用ボトルカセットトレー１２の上部にはサブ
操作パネル１３が設けられている。装置本体２の前面中央下部にはフットスイッチ１４が
設けられている。フットスイッチ１４は、トップカバーが３が装置本体２に対して閉状態
に保持されているとき、ユーザーによって踏み込み操作されると、開動作を開始する。
【００２２】
　次に、図２を参照して内視鏡洗浄消毒装置１の内部の構成を説明する。
【００２３】
　図２に示すように、内視鏡洗浄消毒装置１の給水ホース接続口３１には給水ホース３１
ａの一端が接続される。給水ホース３１ａの他端は、水道蛇口６に接続されている。　
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　給水ホース接続口３１は、給水管路９の一端に連通している。給水管路９の他端は、３
方電磁弁１０に接続されている。給水管路９の中途には、給水ホース接続口３１側から順
に、給水電磁弁１５、逆止弁１６、及び給水フィルタ１７が介装されている。給水フィル
タ１７は、定期的に交換できるように、カートリッジタイプの濾過フィルタである。
【００２４】
　３方電磁弁１０には消毒液管路７ａの一端及び兼用ノズル２３が接続されている。この
ことによって、３方電磁弁１０の内部の弁を切り替えることによって、兼用ノズル２３と
給水管路９とが連通した状態、又は兼用ノズル２３と消毒液管路７ａとが連通した状態に
なる。消毒液管路７ａの他端は、消毒液タンク７内に配置されている。消毒液管路７ａの
中途には、３方電磁弁１０側から順に、逆止弁７ｂ、消毒液ポンプ７ｃが介装されている
。
【００２５】
　消毒液タンク７には、薬液ボトル１２ａ内の本剤、緩衝剤をタンク内に供給するための
消毒液供給管路７ｄの一端が接続されている。消毒液供給管路７ｄの他端は、消毒液用ボ
トルカセットトレー１２に接続されている。消毒液タンク７内に配置された消毒液管路７
ａの端部には吸引フィルタ７ｅが設けられている。
【００２６】
　洗剤ノズル２２には洗剤供給管路１１ｃの一端と接続されている。洗剤供給管路１１ｃ
の他端は、洗剤タンク１１ａに接続されている。洗剤供給管路１１ｃの中途には洗剤供給
ポンプ１１ｄ及び洗剤電磁弁１１ｅが介装されている。
【００２７】
　循環ノズル２４には流液管路１８の一端側が接続されている。流液管路１８には、流液
ポンプ１９が介装されている。洗浄消毒槽４の循環口５６には、循環管路２０の一端が接
続されている。循環管路２０の他端は、流液管路１８の他端及びチャンネル管路２１の一
端に連通するように、２つに分岐している。チャンネル管路２１の他端は、上述した各ポ
ート３２、３３、３４に連通している。
【００２８】
　チャンネル管路２１の中途には、一端側から順に、チャンネルポンプ２６、チャンネル
ブロック２７、チャンネル電磁弁２８及び逆止弁２９が介装されている。アルコールタン
ク１１ｂには、アルコール管路４１の一端が接続されている。アルコール管路４１は、チ
ャンネルブロック２７によってチャンネル管路２１に連通されている。アルコール管路４
１の中途にはアルコール供給ポンプ４２と電磁弁４３とが介装されている。アルコール供
給ポンプ４２がアルコールタンク１１ｂ側に介装され、電磁弁４３がチャンネルブロック
２７側に介装されている。
【００２９】
　なお、チャンネルブロック２７には、エアポンプ４５からの空気を供給するためのエア
管路４４の一端がチャンネル管路２１に連通するように接続されている。エア管路４４の
他端は、エアポンプ４５に接続されている。エア管路４４の中途にはエアフィルタ４６と
逆止弁４７とが介装されている。逆止弁４７がチャンネルブロック２７側に介装され、エ
アフィルタ４６がエアポンプ４５側に介装されている。
【００３０】
　洗浄消毒槽４の排水口５５には切替弁５７が配設されている。切替弁５７の弁を切替動
作することにより、洗浄消毒槽４内の液体の装置外への排出、或いは、消毒液の消毒液タ
ンク７内への回収を行えるようになっている。切替弁５７には排水管路５８の一端と消毒
液回収管路７ｆの一端とがそれぞれ接続されている。排水管路５８の他端は、外部排水口
へ接続された図示しない排水ホースの一端に接続されている。排水管路５８には排水ポン
プ５９が介装されている。消毒液回収管路７ｆの他端は、消毒液タンク７の洗浄消毒槽４
側である上面に接続されている。
【００３１】
　内視鏡洗浄消毒装置１の内部には、外部のＡＣコンセントから電力が供給される電源７
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１と、この電源７１と電気的に接続される制御部７０とが設けられている。制御部７０は
、メイン操作パネル２５等からの各種信号が供給され、上述した各ポンプ、各電磁弁など
を駆動制御する。
【００３２】
　図１、図３に示すように収納ケース５は、デバイス取付部材であって、テストストリッ
プ８が収納される収納部５ａを有する。収納ケース５は、箱体であって、例えば透明、或
いは半透明な樹脂部材等で形成されている。テストストリップ８は、消毒液の薬効判定を
行うテストデバイスである。テストストリップ８は、中性に近くアタック性の低い水によ
って変色しないように形成されている。
【００３３】
　収納ケース５は、ケース本体５ｂと、蓋体５ｃとで構成されている。ケース本体５ｂに
は、収納部５ａと取付部５ｄとが設けれている。収納部５ａは、テストストリップ８が収
納される空間である。取付部５ｄは、収納部５ａとノズルとを連通する流路であり、中途
にノズルの凹部２３ａに係入する凸部５ｅを備える。収納ケース５は、兼用ノズル２３に
外嵌して取り付けられるように構成されている。
【００３４】
　蓋体５ｃは、消毒液等、液体が通過する複数のスリット５ｆが形成されている。蓋体５
ｃは、ケース本体５ｂにヒンジを介して開閉自在に接続されている。蓋体５ｃ又はケース
本体５ｂの一方には固定部材が設けられ、ケース本体５ｂ或いは蓋体５ｃの一方に固定部
材が引っ掛けられる例えばピンが設けられている。蓋体５ｃとケース本体５ｂとは、固定
部材をピンに引っ掛けることによって、ケース本体５ｂの収納部５ａが構成する開口５ｏ
を塞いで一体になる。
【００３５】
　上述のように構成された内視鏡洗浄消毒装置１の作用を説明する。　
　内視鏡１００の洗浄消毒を行う場合、ユーザーは、内視鏡１００は洗浄消毒槽４の槽本
体５０に設置する。このとき、吸引チャンネル用ポート３２と内視鏡１００の鉗子口１０
３とが１つの接続チューブ（吸引チャンネル接続用チューブ）によって接続される。また
、送気送水チャンネル用ポート３３と内視鏡１００の送気送水チャンネルの送水シリンダ
１０２ａ、送気シリンダ１０２ｂとが別の接続チューブ（送気送水チャンネル接続用チュ
ーブ）によって接続される。さらに、鉗子起上パイプ用ポート３４と内視鏡１００の鉗子
起上チャンネルの鉗子起上口１０４とが他の接続チューブ（鉗子起上チャンネル接続用チ
ューブ）によって接続される。また、漏水検知口用ポート３５と内視鏡１００の漏水検知
口（図示せず）とは別の接続チューブ（漏水検知用接続用チューブ）によって接続される
。
【００３６】
　また、ユーザーは、ケース本体５ｂの収納部５ａにテストストリップ８を収納し、蓋体
５ｃとケース本体５ｂとが一体に構成して、テストストリップ８を備える収納ケース５を
構成する。そして、その収納ケース５を兼用ノズル２３に取り付ける。　
　その後、ユーザーは、トップカバー３を閉じた状態にして、メイン操作パネル２５の所
定のスイッチを操作する。すると、内視鏡洗浄消毒装置１は、漏水検知工程、洗剤による
洗浄工程、洗剤の濯ぎ工程、消毒液による毒工程、消毒液の濯ぎ工程、及びアルコール、
送気等による除水工程を実行して、洗浄消毒を終了する。
【００３７】
　洗浄工程において、水は、兼用ノズル２３に取り付けられた収納ケース５を介して洗浄
消毒槽４に供給され、洗剤が洗剤ノズル２２を介して洗浄消毒槽４に供給される。このと
き、水が、収納ケース５内のテストストリップ８に接触するが、テストストリップ８は水
によって化学反応しない。
【００３８】
　洗剤を含む洗浄液の水位は、水位センサによって、兼用ノズル２３に取り付けられた収
納ケース５に接触しないように設定される。洗浄工程中において、洗浄液は、流液ポンプ
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１９によって槽内を循環するとともに、チャンネルポンプ２６によって内視鏡の各種チャ
ンネル内を循環する。このことによって、内視鏡１００の外表面及び内視鏡のチャンネル
内が洗剤によって洗浄される。
【００３９】
　洗剤の濯ぎ工程において、水は、兼用ノズル２３に取り付けられた収納ケース５を介し
て洗浄消毒槽４に供給される。濯ぎ工程中において、水は、流液ポンプ１９によって槽内
を循環するとともに、チャンネルポンプ２６によって内視鏡の各種チャンネル内を循環す
る。このことによって、内視鏡１００の外表面及び内視鏡のチャンネル内に付着した洗剤
が洗い流される。
【００４０】
　消毒工程において、消毒液タンク７内の消毒液は、兼用ノズル２３に取り付けられた収
納ケース５を介して洗浄消毒槽４に供給される。このとき、消毒液が、収納ケース５内の
テストストリップ８に接触する。消毒液に薬効がある場合、テストストリップ８は所定の
色に変色する。
【００４１】
　消毒工程中において、消毒液は、流液ポンプ１９によって槽内を循環するとともに、チ
ャンネルポンプ２６によって内視鏡の各種チャンネル内を循環する。このことによって、
内視鏡１００の外表面及び内視鏡のチャンネル内が消毒液によって消毒される。
【００４２】
　消毒液の濯ぎ工程において、水は、兼用ノズル２３に取り付けられた収納ケース５を介
して洗浄消毒槽４に供給される。このことによって、収納ケース５及びテストストリップ
８に付着した消毒液が洗い流される。濯ぎ工程中において、水は、流液ポンプ１９によっ
て槽内を循環するとともに、チャンネルポンプ２６によって内視鏡の各種チャンネル内を
循環する。このことによって、内視鏡１００の外表面及び内視鏡のチャンネル内に付着し
た消毒液が洗い流される。
【００４３】
　洗浄消毒終了後、ユーザーは、トップカバー３を開放状態にする。そして、兼用ノズル
２３に取り付けられている収納ケース５を取り外し、テストストリップ８の変色具合を確
認する。テストストリップ８が所定の色を変色していることを確認できた場合、内視鏡１
００を洗浄消毒槽４から取り出す。なお、洗浄消毒で使用したテストストリップ８は、例
えば、管理ノートに貼付して保管する。
【００４４】
　一方、テストストリップ８が変色しない等の不具合を確認したときには、消毒液の交換
を行って、内視鏡１００を再度、洗浄消毒する。
【００４５】
　このように、テストストリップが収納されている収納ケースを、水道水と消毒液が通過
する兼用ノズルに取り付けることによって、一連の工程中、テストストリップに洗浄液を
接触させることなく、水と消毒液とを接触させて、消毒液の薬効判定を行うことができる
。このことによって、ユーザーは、消毒液を採取する、試験紙の浸漬時間を管理する、判
定までの時間を管理する等の煩わしい作業から開放される。また、消毒液を採取すること
なく薬効判定を行えるので消毒液が薬効判定によって減少することが皆無となる。
【００４６】
　図４から図６は本発明の第２実施形態にかかり、図４は内視鏡洗浄消毒装置の内部構成
を説明するブロック図、図５はノズルに取り付けられる収納ケースの他の構成を説明する
図、図６は収納ケースの作用を説明する図である。
【００４７】
　図４に示すように本実施形態の内視鏡洗浄消毒装置１Ａは、第１実施形態の兼用ノズル
２３の代わりに消毒ノズル２３Ａを備え、循環ノズル２４の代わりに兼用ノズル２４Ａを
備えている。また、消毒ノズル２３Ａには収納ケース５Ａが取り付けられるように構成さ
れている。
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【００４８】
　具体的に、本実施形態において、消毒液管路７ａの一端に直接、消毒ノズル２３Ａが設
けられている。また、３方電磁弁１０は、流液管路１８の一端側に設けられている。即ち
、３方電磁弁１０には、流液管路１８の一端と、給水管路９の他端と、兼用ノズル２４Ａ
とが接続されている。このことによって、３方電磁弁１０の内部の弁を切り替えることに
よって、兼用ノズル２４Ａと給水管路９とが連通した状態、又は兼用ノズル２４Ａと流液
管路１８とが連通した状態になる。即ち、兼用ノズル２４Ａは、給水ノズル及び循環ノズ
ルを兼ねている。
【００４９】
　図５に示すように収納ケース５Ａは、デバイス取付部材であってテストストリップ８が
収納される収納部５ａを有する箱体であって、例えば樹脂部材等で形成されている。　
　収納ケース５Ａは、ケース本体５ｂ１と、蓋体５ｃ１とで構成されている。ケース本体
５ｂ１には、収納部５ａと取付部５ｄとが設けられている。収納部５ａは、テストストリ
ップ８が配置される空間である。取付部５ｄは、収納部５ａと外部とを連通する孔であり
、中途にノズルの凹部２３ａに係入する凸部５ｅを備える。収納ケース５Ａは、消毒ノズ
ル２３Ａに外嵌して取り付けられるように構成されている。
【００５０】
　蓋体５ｃ１にはテストストリップ８を設置するための設置部５ｇが設けられている。設
置部５ｇには、テストストリップ８を挟持する複数の挟持溝５ｈが開口側から底部に向か
って形成されている。対向する挟持溝５ｈにテストストリップ８を係入することによって
、テストストリップ８が蓋体５ｃ１に一体に取り付けられる。
【００５１】
　蓋体５ｃ１とケース本体５ｂ１とは連結糸５ｉによって連結されている。蓋体５ｃ１に
は係入部を構成する係止用爪５ｋが設けられ、ケース本体５ｂ１には係止用爪５ｋが係入
する係入部を構成する係止溝５ｍが形成されている。係止用爪５ｋを係止溝５ｍに係入す
ることによって、蓋体５ｃ１は、ケース本体５ｂ１の収納部５ａが構成する開口５ｏ１を
塞いで、ケース本体５ｂ１に保持される。係入部を構成する係止用爪５ｋと係止溝５ｍと
の係合力は、所定の力量となるように設定されている。つまり、蓋体５ｃ１がケース本体
５ｂ１に保持された状態で、消毒ノズル２３Ａから消毒液を供給したとき、その供給圧に
よって蓋体５ｃ１がケース本体５ｂ１から外れて図６に示すように二分割される。　
　その他の構成は前記第１実施形態と同様であり、同部材には同符号を付して説明を省略
する。
【００５２】
　上述のように構成された内視鏡洗浄消毒装置１Ａの作用を説明する。　
　内視鏡１００の洗浄消毒を行う場合、上述と同様にユーザーは、内視鏡１００を洗浄消
毒槽４の槽本体５０に設置する。また、ユーザーは、テストストリップ８が取り付けられ
た蓋体５ｃ１とケース本体５ｂ１とが一体な収納ケース５Ａを消毒ノズル２３Ａに取り付
ける。　
　その後、ユーザーは、トップカバー３を閉じた状態にして、メイン操作パネル２５の所
定のスイッチを操作する。すると、内視鏡洗浄消毒装置１は、漏水検知工程、洗剤による
洗浄工程、洗剤の濯ぎ工程、消毒液による毒工程、消毒液の濯ぎ工程、及びアルコール、
送気等による除水工程を実行して、洗浄消毒を終了する。
【００５３】
　洗浄工程において、水は、兼用ノズル２４Ａを介して洗浄消毒槽４に供給され、洗剤は
洗剤ノズル２２を介して洗浄消毒槽４に供給される。このとき、洗剤を含む洗浄液の水位
は、水位センサ３６によって、消毒ノズル２３Ａに取り付けられた収納ケース５Ａに接触
しないように設定される。洗浄工程中において、洗浄液は、流液ポンプ１９によって槽内
を循環するとともに、チャンネルポンプ２６によって内視鏡の各種チャンネル内を循環す
る。このことによって、内視鏡１００の外表面及び内視鏡のチャンネル内が洗剤によって
洗浄される。
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【００５４】
　洗剤の濯ぎ工程において、水は、兼用ノズル２４Ａを介して洗浄消毒槽４に供給される
。濯ぎ工程中において、水は、流液ポンプ１９によって槽内を循環するとともに、チャン
ネルポンプ２６によって内視鏡の各種チャンネル内を循環する。このことによって、内視
鏡１００の外表面及び内視鏡のチャンネル内に付着した洗剤が洗い流される。
【００５５】
　消毒工程において、消毒液タンク７内の消毒液は、消毒ノズル２３Ａに取り付けられた
収納ケース５Ａを介して洗浄消毒槽４に供給される。このとき、消毒液の供給圧によって
、テストストリップ８が取り付けられている蓋体５ｃ１がケース本体５ｂ１から外れる。
このことによって、テストストリップ８を備える蓋体５ｃ１が洗浄消毒槽４内に配置され
る。
【００５６】
　消毒工程中において、消毒液は、流液ポンプ１９によって槽内を循環するとともに、チ
ャンネルポンプ２６によって内視鏡の各種チャンネル内を循環する。このことによって、
内視鏡１００の外表面及び内視鏡のチャンネル内が消毒液によって消毒される。消毒工程
中、テストストリップ８が取り付けられている蓋体５ｃ１は循環する消毒液中に浸漬され
ている。このため、消毒液に薬効がある場合、テストストリップ８は所定の色に変色する
。
【００５７】
　消毒液の濯ぎ工程において、水は、兼用ノズル２４Ａを介して洗浄消毒槽４に供給され
る。そして、濯ぎ工程中において、水は、流液ポンプ１９によって槽内を循環するととも
に、チャンネルポンプ２６によって内視鏡の各種チャンネル内を循環する。このため、消
毒液の濯ぎ工程中、テストストリップ８が取り付けられている蓋体５ｃ１は循環する濯ぎ
水中に浸漬されている。このことによって、テストストリップ８に付着した消毒液、内視
鏡１００の外表面に付着した消毒液、及び内視鏡のチャンネル内に付着した消毒液が洗い
流される。
【００５８】
　洗浄消毒終了後、ユーザーは、トップカバー３を開放状態にする。そして、消毒ノズル
２３Ａに取り付けられているケース本体５ｂ１から垂れ下がっている連結糸５ｉをたぐり
よせて、蓋体５ｃ１を回収する。そして、テストストリップ８の変色具合を確認する。テ
ストストリップ８が所定の色を変色していることを確認できた場合、内視鏡１００を洗浄
消毒槽４から取り出す。一方、テストストリップ８が変色しない等の不具合を確認したと
きには、消毒液の交換を行って、内視鏡１００を再度、洗浄消毒する。
【００５９】
　このように、テストストリップが収納されている収納ケースを、消毒液が通過する消毒
ノズルに取り付ける。そして、消毒ノズルに取り付けられる収納ケースを、供給される消
毒液の流体圧で二分割可能に構成する。このことによって、消毒工程以降、テストストリ
ップを洗浄消毒槽内の消毒液、或いは濯ぎ水に接触させて、消毒液の薬効判定を行うこと
ができる。
【００６０】
　また、ケース本体と蓋体とを連結糸で連結したことによって、洗浄消毒終了後、容易に
蓋体の回収を行うことができる。
【００６１】
　その他の作用及び効果は上述した実施形態と同様である。
【００６２】
　なお、収納ケースを、消毒ノズルから供給される消毒液の流体圧で二分割可能な構成に
する場合、図７に示すように消毒ノズル２３Ａの直下にデバイス回収容器(以下、回収容
器と記載する)６０を設けるようにしてもよい。
【００６３】
　図７の収納ケースの他の構成例を説明する図に示すように回収容器６０は、例えば、金
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網等、洗浄消毒槽内の流体が容器内を循環する構成の容器である。回収容器６０は、洗浄
消毒槽４に設けられた設置板６１上に取り付けられる。
【００６４】
　このことによって、消毒工程において、消毒液タンク７内の消毒液が収納ケース５Ａを
介して洗浄消毒槽４に供給されたとき、消毒液の供給圧によって、テストストリップ８が
取り付けられている蓋体５ｃ１がケース本体５ｂ１から外れて、回収容器６０内に配置さ
れる。
【００６５】
　この構成によれば、連結糸５ｉでケース本体５ｂ１と蓋体５ｃ１とを連結する作業を不
要にすることができる。
【００６６】
　また、消毒ノズル２３Ａの直下に上述した回収容器６０を設置する場合、図８に示すよ
うにテストストリップ８が取り付けられたノズル蓋体５ｃ２を消毒ノズル２３Ａに直接取
り付ける構成にしても良い。
【００６７】
　図８のノズルとノズルに取り付けられるノズル蓋体とを説明する図に示すように、デバ
イス取付部材であるノズル蓋体５ｃ２に係入部を構成する係止用爪５ｐを設け、消毒ノズ
ル２３Ａに係止用爪５ｐが係入する係入部を構成する係止溝２３ｂを備える係止部材２３
Ｂを配設する。
【００６８】
　係止用爪５ｐを係止溝２３ｂに係入することによって、ノズル蓋体５ｃ２が消毒ノズル
２３Ａに保持される。係入部を構成する係止用爪５ｐと係止溝２３ｂとの係合力は、ノズ
ル蓋体５ｃ２が消毒ノズル２３Ａに保持された状態で、消毒ノズル２３Ａから消毒液を供
給したとき、その供給圧によって蓋体５ｃ１が消毒ノズル２３Ａから外れる。そして、蓋
体５ｃ１は、消毒ノズル２３Ａから外れた後、回収容器６０内に配置される。　
　この構成によれば、収納ケースを不要にして、テストストリップの取り付け作業を容易
に行うことができる。
【００６９】
　さらに、図９の内視鏡洗浄消毒装置の別の構成例を説明する図に示すようにトップカバ
ー３に、洗浄消毒槽４側に突出する凸部３ａが設けられている内視鏡洗浄消毒装置１Ｂに
おいては、凸部３ａの洗浄槽面側にテストストリップ８を直接、或いは両面テープ等を介
して貼り付ける、或いは図示しない治具を介して取り付ける。
【００７０】
　本実施形態において、水位センサ３６は、洗浄液が洗浄消毒槽４に貯留されるとき、洗
浄液が凸部３ａの表面に接触しない、言い換えれば、凸部の表面と洗浄液との水面とを所
定距離離間させる第１の水位６２に設定する。一方、洗浄消毒槽４に消毒液、又は濯ぎ水
が貯留されるとき、水位センサ３６は、消毒液、濯ぎ水が凸部３ａの表面に接触するよう
に第２の水位６３に設定する。
【００７１】
　この構成によれば、洗浄消毒毎にテストストリップを蓋体の凸部の洗浄槽面側に配置し
て、容易に消毒液の効果確認を行うことができる。
【００７２】
　ところで、上述した実施形態においては、テストストリップを洗浄消毒槽内に設ける構
成を示している。しかし、テストストリップを洗浄消毒槽より外側に設ける構成であって
もよい。その場合、例えば図２に示す兼用ノズル２３と３方電磁弁１０との管路中であっ
て、且つ洗浄消毒槽４より外側の位置に、図示しない収容ケースを介してテストストリッ
プを配設する。　
　このことによって、洗浄消毒終了を待たずに、消毒工程終了後において、消毒液の効果
確認を行うことができる。このため、テストストリップが変色しない等の不具合を確認し
たとき、トップカバーを開けることなく消毒液の交換を行った後、内視鏡の洗浄消毒を行
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【００７３】
　尚、本発明は、以上述べた実施形態のみに限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱
しない範囲で種々変形実施可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】図１から図３は本発明の第１実施形態にかかり、図１は内視鏡洗浄消毒装置を説
明する図
【図２】内視鏡洗浄消毒装置の内部構成を説明するブロック図
【図３】ノズルと、ノズルに取り付けられる収納ケースとを説明する図
【図４】図４から図６は本発明の第２実施形態にかかり、図４は内視鏡洗浄消毒装置の内
部構成を説明するブロック図
【図５】ノズルに取り付けられる収納ケースの他の構成を説明する図
【図６】収納ケースの作用を説明する図
【図７】収納ケースの他の構成例を説明する図
【図８】ノズルと、ノズルに取り付けられるノズル蓋体とを説明する図
【図９】内視鏡洗浄消毒装置の別の構成例を説明する図
【符号の説明】
【００７５】
１…内視鏡洗浄消毒装置　　２…装置本体　　３…トップカバー　　４…洗浄消毒槽
５…収納ケース　　５ａ…収納部　　５ｂ…ケース本体　　５ｃ…蓋体　　５ｄ…取付部
５ｅ…凸部　　５ｆ…スリット　　５ｇ…設置部　　７…消毒液タンク
７ａ…消毒液管路　　７ｂ…逆止弁　　７ｃ…消毒液ポンプ　　７ｄ…消毒液供給管路
７ｅ…吸引フィルタ　　７ｆ…消毒液回収管路　　８…テストストリップ
９…給水管路　　１０…３方電磁弁　　１５…給水電磁弁　　１６…逆止弁
１７…給水フィルタ　　１８…流液管路　　１９…流液ポンプ　　２０…循環管路
２１…チャンネル管路　　２２…洗剤ノズル　　２３…兼用ノズル　　２３ａ…凹部
２３ｂ…係止溝　　２４…循環ノズル　　２５…メイン操作パネル　　
２６…チャンネルポンプ　　２７…チャンネルブロック　　２８…チャンネル電磁弁
２９…逆止弁　　３０…送受信ユニット　　３６…水位センサ　　５０…槽本体
５１…テラス部　　５５…排水口　　５６…循環口　　５７…切替弁
５８…排水管路　　５９…排水ポンプ　　１００…内視鏡
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